
北富士演習場周辺における住宅防音工事対象区域図

経過措置〈対象は 部分です〉

今回指定解除する住宅防音区域（ 部分）において、平成１２年１１月２２日
までに建設された住宅を対象として、平成２６年１月３１日までに希望された方
に対し、従来と同じ内容で住宅防音工事の助成を行います。

より詳細な対象区域図（縦覧図）は、吉田防衛事務所に備え付けています。
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拡大区域〈対象は 部分です〉

今回新たに指定した住宅防音区域（ 部分）において、
平成２４年７月１７日までに建設された住宅を対象として、
住宅防音工事の助成を行います。

凡 例

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の５万分の１地形図を複製したものである。（承認番号　平23情複、第315号）」


